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第３８号 2015年 5月17日

声明 ― マイナンバー法とその改正案に強く反対する ―

２０１５年５月１４日

監視社会を拒否する会

共同代表 伊藤成彦(中央大学名誉教授) 田島泰彦(上智大学教授)

福島 至(龍谷大学教授) 村井敏邦(大阪学院大学教授)

（１）安倍政権は、国民監視と管理を強化するマイナンバー法の改正案を、今

国会の５月中にも成立させようとしています。私たちはこの法律の改正はもと

より、マイナンバー法それ自体に強く反対します。

、 、マイナンバー法は 税と社会保障と災害分野に利用を限定すると宣伝されて

２０１３年に成立しました。法の施行は今年１０月の予定で、まず国民一人ひ

とりとあらゆる団体に番号をつけて通知がなされます。法の附則には、その利

用範囲の拡大について 「この法律の施行後三年を目途」とすると明記されて、

いました。ところが、まだ施行されていないにもかかわらず、安倍政権は、銀

行口座とメタボ健診等の医療情報をマイナンバーで管理する法改正案を提出し

ました。マイナンバーの利用範囲を、金融分野と医療分野に一挙に拡大すると

同時に 「民間利用」にも広げようとしているのです。、

（２）安倍政権は、昨年６月に閣議で決定した『世界最先端ＩＴ国家創造宣言

改定』において、パーソナルデータの利活用の推進とともに、マイナンバー

の利用範囲の拡大を宣言し、金融分野や医療分野、｢民間サービス｣をマイナン

バーで管理することをうちだしました。さらに、２０１６年１月から任意で交

付を開始するとしている「個人番号カード （顔写真とマイナンバーを記載し」

たもの）に、健康保険証の機能を加えて「公的身分証明書」として国民全員に

保有させることや、マイナンバーで管理する情報以外の「個人情報」の提供に

もマイナンバー制の情報連携システムを活用することなども、もくろんでいま

す。さらに、マイナンバー法の改正案とともに、個人情報保護法の改正案も国

会に提出しています。同改正案では、｢人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪

の経歴｣という機微情報を 「要配慮個人情報」と新たに規定し、これを企業が、

取得できる例外規定も盛りこんでいます。

（３）今回の二つの改正案は、国家がマイナンバーを使って一元的に国民と諸

団体に関するあらゆる情報を名寄せ、突合せ（データマッチング 、保有、蓄）

、 。 、積し 自由に利用・活用することを可能とする道を切り開くものです これは

すべての国民と諸団体を監視し管理する体制の強化を狙ったものにほかなりま

せん。思想や信条の自由、プライバシーの権利などを保障する憲法に、真っ向

から反するものです。また、安倍政権は、マイナンバー制を利用することによ
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、 「 」 、 、って 国家の 財政危機 のもとで 国民の所得・経済状況を全面的に掌握し

社会保障費を削減するとともに、他方で増税と徴税を徹底的におこない、膨大

な軍事費を確保しようとしています。

（４）私たちは、これまで、マイナンバー制は高度情報化社会における「国民

総背番号制」そのものであることを明らかにし、強く反対してきました。安倍

政権は、特定秘密保護法の「適性評価」にマイナンバーを利用する準備をいま

進めています。私たちは、戦争する国づくりをささえる国民監視と管理のため

のマイナンバー制の本格的運用に反対します 「切れ目のない安全保障」と称。

するものは、平時から有事にいたる「切れ目のない国民監視」と一体のものに

ほかなりません。マイナンバー法・個人情報保護法とその改正案をただちに撤

回することを、私たちは安倍政権に強く求めます。


